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医政局 平成２３年度予算案の概要

２１年度補正予算 ２２年度予備費 ２３年度予算案 １ ６９６億５百万円

■ 地域医療再生臨時特例
交付金

（地域医療再生基金）

■ 地域医療確保対策の推進 ４３５億円

医師の地域偏在の是正など地域医療を担う人材の確保を図る

２１年度補正予算

■ 医療施設耐震化臨時特例

交付金（耐震化基金）

３６０億円

２２年度予備費 ２３年度予算案 １，６９６億５百万円

（地域医療再生基金）

2,350億円

※ 平成21年度～平成25年度

とともに、質の高い医療サービスを実現し、国民が安心・信
頼できる医療提供体制を確保する。

■ 救急医療・周産期医療の体制整備
２０７億円

３６０億円

２２年度補正予算

■ 医療施設耐震化臨時特
例交付金（耐震化基金）

1,222億円

２０７億円

救急、周産期等の医療提供体制を再建し、国民の不安を軽減
する。

■ 革新的な医薬品・医療機器の開発促進

■ 地域医療再生臨時特例
交付金
（地域医療再生基金）

億※ 平成21年度～平成22年度 ２０７億円

革新的新薬・医療機器創出のための臨床試験拠点の体制整備、
研究費の重点配分など、革新的な医薬品・医療機器の開発を
促進する。

2,100億円
（拡充）

※ 平成2２年度～平成25年度

■ その他 １，０６８億円

注） 重複計上や一部厚生労働科学研究費補助金を計上しているた
め、各主要事項の予算額の積み上げと合計は合致しない。

医師等の人材確保対策、救急医療・周産期の体制整備、革新的な医薬品・医
療機器の開発促進等を通じ、質の高い医療サービスを安定的に提供。
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２３年度予算案 主要事項別の主な事業 ①

地域医療確保対策の推進 ４３５億円

■地域医療確保推進事業（新規・特別枠） １９.１億円

地域医療支援センターの整備 （新規・特別枠、再掲） ５.５億円

・地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援と一体的に医師不足病院への医師の配置等を

行うため、都道府県 ※ が実施する「地域医療支援センター」の運営について財政支援を行い、
各都道府県の医師確保対策の取組を支援。

地 域 医 療 確 保

各都道府県の医師確保対策の取組を支援。

※ 23年度は、先行的に、県内医師の地域偏在が大きい、へき地・無医地区が多い等の15の都道府県で実施予定

医師不足地域における臨床研修の充実（新規・特別枠、再掲） １０億円

・医師不足地域の臨床研修指導医や研修医を確保するため、大学病院や都市部の中核病院と医
地 域 医 療 確 保

対 策 の 推 進

医師不足地域の臨床研修指導医や研修医を確保するため、大学病院や都市部の中核病院と医
師不足地域の中小病院・診療所が連携した臨床研修を実施し、医師不足地域における臨床研
修を充実。

チーム医療実証事業 ３.６億円

・看護師、薬剤師等医療関係職種の活用の推進や役割の拡大によりチーム医療を推進し、各職
種の業務の効率化・負担軽減等を図るとともに、質の高い医療サービスを実現するため、チー
ム医療の安全性や効果の実証を実施。

■ 女性医師等の離職防止・復職支援 ２２億円

■ 看護職員の確保策等の推進 ７６億円

■ へき地などの保健医療対策の充実 ２０億円■ へき地などの保健医療対策の充実 ２０億円

■ 在宅医療・在宅歯科医療の推進 ４.２億円

■ 歯科保健医療対策の推進 ４.８億円
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２３年度予算案 主要事項別の主な事業 ②

救急医療・周産期医療の体制整備 ２０７億円

救 急 医 療

救急医療・周産期医療の体制整備 ２０７億円

■ 救急医療体制の整備
• 救命救急センター運営事業（継続） ４９億円
• 受入困難事案患者受入医療機関支援事業（継続） ３.６億円

■ ドクタ ヘリ導入促進事業（継続） ２９億円・
周 産 期 医 療
の 体 制 整 備

■ ドクターヘリ導入促進事業（継続） ２９億円

■ 重篤な小児救急患者に対する医療の充実
• 小児救命救急センター運営事業（継続） ４.４億円
• 小児集中治療室医療従事者研修事業（継続） １３百万円

■ 周産期医療体制の充実周産期 療体制 充実
• 周産期母子医療センター運営事業（継続） ４３億円
• 産科医等確保支援事業（継続） ２２億円
• 救急・周産期医療情報システム機能強化事業（新規） １.４億円

革新的な医薬 医療機 開発促進 億

革 新 的 な 医 薬
品・医療機器の

革新的な医薬品・医療機器の開発促進 ２０７億円

■ 世界に先駆けた革新的新薬・医療機器創出のための臨床試験拠点の整備（新規・特別枠） ３３億円

・日本発の革新的な医薬品・医療機器を創出するため、世界に先駆けてヒトに初めて新規薬物・機
器を投与・使用する臨床試験等の実施拠点となる医療機関の人材確保、診断機器等の整備、運営品 医療機器の

開 発 促 進

投 使用す 臨床試験等 実施拠点 な 療機関 人材確保、診断機 等 備、運
に必要な経費について財政支援を行う。

■ グローバル臨床研究拠点等整備事業（継続） ５.２億円

■ 質の高い臨床研究・治験の実施体制の強化（新規） ９百万円

■ 後発医薬品使用促進対策事業（継続） １億円

そ の 他

その他 １,０６８億円
国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構における政策医療等の実施 ６７６億円

 先端医療技術等の開発・研究の推進（国立高度専門医療研究センター）（新規・特別枠） ４３億円

経済連携協定 基づく外 人看 師候補者 滑 受 等（継続） 億そ の 他  経済連携協定に基づく外国人看護師候補者の円滑かつ適正な受入等（継続） ２.７億円

 国際医療交流（外国人患者の受入れ）のための体制整備（新規） ３５百万円

 統合医療の情報発信に向けた取組 （新規） １０百万円

 死因究明体制の充実に向けた支援（継続、一部新規） ２億円
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２２年度中に措置された経済対策の概要

「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」１ 「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（２２年９月１０日閣議決定）１
（対策に掲げられた具体策）

・災害拠点病院等の耐震化の促進災害拠点病院等の耐震化の促進

（具体的な措置） ※ ２２年９月２４日閣議決定（経済危機対応・地域活性化予備費を使用）

・医療施設耐震化臨時特例交付金の積み増し ３６０億円

災害拠点病院等の耐震化整備について、平成21年度補正予算で創設した医療施設耐震化臨時特例交付金（約1,222億円）に

２「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」（２２年１０月８日閣議決定）

積み増しを行い、より多くの災害拠点病院等の耐震化を図る。

２
（対策に掲げられた具体策）

・地域医療の再生と医療機関の機能強化

(ｱ) 都道府県を単位とした高度・専門医療、救急医療等の整備・拡充等 (ｲ) 医療機関の機能・設備強化

（具体的な措置） ※ ２２年１１月２６日補正予算成立

・都道府県を単位とした高度・専門医療、救急医療等の整備・拡充等 ２，１００億円

都道府県に設置されている地域医療再生基金を拡充し、高度・専門医療や救命救急センターなど都道府県（三次医療圏）の広
域的 療提 を整 拡充域的な医療提供体制を整備・拡充する。

・院内感染対策サーベイランス事業の機能強化 ４９百万円

院内感染対策として、サーベイランス事業を行っている国立感染症研究所の薬剤耐性菌の解析機能の強化等を行い、医療機関
への情報提供の充実・迅速化を図る。

・医療機関の機能・設備強化 ４９９億円

国立高度専門医療研究センターについて、周産期医療体制の整備や医療機器の充実等による医療機能の強化を図るとともに、
独立行政法人国立病院機構の病院機能の維持強化を図る。
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課題 対応
地域医療の機能強化に関する厚⽣労働省の取組み（平成23年度予算案等）

➢医師のキャリア形成の⽀援と⼀体的に医師不⾜病院への医師の配置
等を⾏うため、先⾏的に15の都道府県が実施する「地域医療⽀援

◆医師の診療科偏在・地域偏在対策
（病院の勤務医の過重労働）
○病院の医師が夜勤・当直などで

センター」の運営を⽀援（23年度予算案・新規 5.5億円）
➢救急、分娩、新⽣児医療を担う勤務医等の⼿当への財政⽀援（23
年度予算案 37億円）

病院 医師 夜勤 当直な
疲弊し、病院の医師不⾜に拍⾞
をかけている。医

師
確

➢都市部の病院と医師不⾜地域の中⼩病院・診療所が連携した臨床研
修を⾏うことについて⽀援（23年度予算案・新規 10億円）

➢医師不⾜地域の臨床研修病院において研修医が宿⽇直等を⾏う場合
の医療機関 の財政⽀援（23年度予算案 13億円） 等

（医師の診療科偏在）
○産科、救急など特定の診療科の
医師が不⾜している

確
保
・
医
療

➢出産・育児等により離職している⼥性医師の復職⽀援のための都道

の医療機関への財政⽀援（23年度予算案 13億円） 等
◆⼥性医師等の離職防⽌・復職⽀援（23年度予算案 22億円）

医師が不⾜している。

（医師の地域偏在）
対⼈ ⽐ も 全国的に⼤

療
⼈
材
確
保 府県への受付・窓⼝の設置等の⽀援

➢病院内保育所の運営等に対する財政⽀援
◆地域医療再⽣基⾦（22年度補正予算 2,100億円）

○対⼈⼝⽐でみても、全国的に⼤
都市に医師が集中し、周辺地域
やへき地で医師が不⾜している。

保
対
策
等
の

➢都道府県に設置された基⾦を拡充し、都道府県（三次医療圏）単位
の医療課題の解決に向けて都道府県が策定する「地域医療再⽣計
画」に基づく取組を⽀援

（チーム医療・看護⼈材確保）
○医療の⾼度化・複雑化に伴い業

の
推
進

療 推進（ 年度 算案 新規 億 ）務量が増⼤している。 ◆チーム医療の推進（23年度予算案・新規 3.6億円）
➢チーム医療を推進し、医療関係職種の業務の効率化・負担軽減を推
進するため、チーム医療の安全性や効果の実証を実施
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◆看護職員確保策等の推進（平成23年度予算案 88.3億円）
課題 対応

➢新⼈看護職員研修ガイドラインに沿った研修等に対する財政⽀援
➢病院内保育所の運営等に対する財政⽀援
➢看護師等養成所の運営等に対する財政⽀援 等

（在宅医療の推進）
○在宅において、医療と介護を包
括的に提供するための拠点整備

医
師
確
保

◆在宅医療の推進
➢在宅医療連携拠点（在宅療養⽀援診療所等を予定）に看護師やケア
マネ ジャ などを配置し 病院 診療所 訪問看護ステ ショ括的に提供するための拠点整備

や医師・看護師・介護⼠などの
多職種連携が不⼗分である。

保
・
医
療
⼈

マネージャーなどを配置し、病院・診療所・訪問看護ステーショ
ン・薬局等がチームとして在宅医療を提供するためのネットワーク
構築を⽀援（平成23年度予算案・新規 1.1億円）

➢寝たきりの⾼齢者や障害者等への在宅⻭科診療について 医科 介

◆医療分野の情報化の推進

（医療分野の情報化の推進）
○地域連携に資する医療分野の情
報化の推進や地域格差を解消す

⼈
材
確
保
対

➢寝たきりの⾼齢者や障害者等への在宅⻭科診療について、医科、介
護等との連携体制の構築、⼈材の確保、在宅⻭科医療機器の整備等
への財政⽀援（平成23年度予算案 2.5億円）

➢地域医療連携の充実に必要なWeb型電⼦カルテシステムの導⼊に
対する財政⽀援（23年度予算案 2.5億円）

◆医療分野の情報化の推進報化の推進や地域格差を解消す
るための遠隔医療の普及が進ま
ない。

対
策
等
の
推

➢遠隔医療の実施に必要な機器等の整備に対する財政⽀援（23年度
予算案 8.3億円の内数）

推
進
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（周産期医療の不⾜）
課題 対応

◆周産期医療体制の充実・強化 （23年度予算 71億円）（周産期医療の不⾜）
○周産期医療の病床や医師・看護
師等が不⾜。

➢周産期⺟⼦医療センターのMFICU（⺟体・胎児集中治療室）、
NICU（新⽣児集中治療室）等に対する財政⽀援
NICU等に⻑期⼊院している⼩児の在宅 の移⾏促進救

急
医
療
(救急患者の受⼊れに時間がかか
る)

◆救急医療体制の充実 （23年度予算 137億円）
➢重篤な救急患者を24時間体制で受け⼊れる救命救急センター

➢NICU等に⻑期⼊院している⼩児の在宅への移⾏促進

療
・
周
産
期

)
○救急患者が、病院に受け⼊れら
れるまでの時間の短縮。

➢重篤な救急患者を24時間体制で受け⼊れる救命救急センタ
に対する財政⽀援

➢⼆次救急医療体制の充実
受⼊困難患者の受⼊れを確実に⾏う医療機関の空床確保期

医
療
の
体

－ 受⼊困難患者の受⼊れを確実に⾏う医療機関の空床確保
に対する財政⽀援

➢重篤な⼩児救急患者に対する医療の充実を図るため、「⼩児体
制
整
備

救命救急センター」や⼩児集中治療室に対する財政⽀援
➢早期治療の開始と迅速な搬送による救命率の向上を図るため、
ドクターヘリ事業を推進事業 推

➢各都道府県において策定された地域の搬送・受⼊ルールに基
づく救急搬送体制構築の⽀援 【総務省消防庁と連携】
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地域医療再生臨時特例交付金の拡充
事業概要

H22補正

◎ 都道府県が策定する地域医療再生計画に基づく事業を支援

○対象地域 三次医療圏
○対象事業 地域の実情に応じて自由に事業を決定
○計画期間 平成25年度までの４年間○計画期間 平成25年度までの４年間
○予算総額 2,100億円 （15億円×52地域、加算額 1,320億円）

※52地域のうち新成長戦略に資する高度･専門医療機能を担う医療機関の建替え・増改築などを伴う大規模事業のケースに加算

○計画の評価・助言は、厚生労働省に設置する有識者による会議で実施

集中治療室・医療機器等の整備 連携医療機関の整備

３次医療圏から１次医療圏にわたる地域の診療機能強化の例

退院支援の体制強化

高度･専門医療機能を持つ医療機関、

救命救急センターの整備・拡充
高度･専門医療機能を持つ
医療機関と連携する医療機
関の整備･拡充

回復期医療を担う医療機関

集中治療室 医療機器等の整備 連携医療機関の整備

・広域医療圏の患者を対象としたがん、脳卒中
等 医療機関 施設 設備 整備

・在宅復帰に向けてリハビリを
集中実施

退院支援の体制強化

等の医療機関の施設・設備の整備

・三次救急医療を担う医療機関の施設・設備の
整備

・急性期を脱した患者を受け入れる
後方病床の確保支援

・二次救急医療機関の整備･拡充

診療所

継続的に
健康管理

紹介 紹介紹介

二次医療圏（30万人規模） 一次医療圏（市町村程度） 日常生活圏三次医療圏

脳卒中で救急車

により入院
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地域医療再生臨時特例交付金について

○ 地域医療再生基金のより効果的・効率的な活用が図られるよう、地域医療再生計○ 地域医療再 基金のより効果的 効率的な活用 図られるよう、地域医療再 計
画に対して、厚生労働省が設置する有識者会議が事前・事後の評価・助言を実施。

○ 都道府県においても、毎年度の事後評価を適正に行い、評価結果や有識者会議
の助言を次年度以降の地域医療再生計画に反映。

① 地域医療再生計画の開始に当たって

有識者会議による事前評価・事後評価の実施

① 地域医療再生計画の開始に当たって
→ 「必要性」、「効率性」、「有効性」等の視点から各地域医療再生計画（案）の事前評価を行い、
この評価結果を踏まえ厚生労働省において交付額を決定する。また、地域医療再生基金のよ
り効果的・効率的な活用に向けた技術的助言を行う。り効果的 効率的な活用に向けた技術的助言を行う。

② 地域医療再生計画の実施中において
→ 毎年度、各地域医療再生計画の事後評価を行い、その進捗状況等について確認し、その
後の地域医療再生計画の改善に向けた技術的助言を行う。後の地域医療再生計画の改善に向けた技術的助言を行う。

③ 地域医療再生計画の終了後において
→ 各地域医療再生計画の事後評価を行い、特に有効であった事業の全国的な展開に向け
た技術的助言を行う。

○ 毎年度 地域医療再生計画の事後評価を行う

た技術的助言を行う。

各都道府県における事後評価の実施

○ 毎年度、地域医療再生計画の事後評価を行う。
○ 評価結果や有識者会議の技術的助言を踏まえ、次年度以降の地域医療再生
計画に反映する。
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地域医療再生計画のスケジュール（予定）
平成２２年 平成２３年

６月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

地地
域
医
療

交
付
申
請

再

有
識
者

国
療
再
生
計

有
識

の
確
認

都
道
府

再
生
計
画
に

相談対応（随時）

都
道

者
会
議
委

計（

計
画
に
係

識
者
会
議

府
県
へ
の
交

に
関
す
る
説

道
府
県
へ
の

委
員
へ
計

都

計
画
提
出
の

3
月
1
6

る
交
付
要

再生計画（案）取りまとめ

議
の
開
催

再
生
計

交
付
額
の
内

説
明
会
開
催

交
付
申
請

の
交
付
決
定

計
画
の
評

官民を問わない幅広い地域の医療機関、医育機

関 医師会等関係団体 市町村等の関係者 地域都
道
府
県

の
最
終
期
限

日
）

要
綱
等
の

催 画
の
確
定

示
催
（
本
省
）

請
の
手
続
き

定評
価
を
依

関、医師会等関係団体、市町村等の関係者、地域

住民等の意見を聴取し、計画に反映

限の
発
出

き頼
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看護職員の確保等について（平成23年度予算案）

定着促進

○ 病院内保育所運営事業 １８．３億円

子どもを持つ看護職員や女性医師などの離職防止及び復職支援のため、病院内保育所の運営等に対する支援について、新たに休日

保育を対象に加えるなどの更なる充実を図る。

○ 短時間正規雇用等看護職員の多様な勤務形態導入支援事業 ０ ４億円

定着促進

○ 短時間正規雇用等看護職員の多様な勤務形態導入支援事業 ０．４億円

医療機関における看護職員の確保及び定着を図るため、短時間正規雇用など多様な勤務形態の導入を含めた勤務環境全般の改善

支援に対する補助事業

○ 新人看護職員研修事業 １１．８億円

ガ新人看護職員研修ガイドラインに沿った研修の更なる普及のため、新たに新人保健師・新人助産師の研修、教育担当者・実施指導者

を対象とした研修に対する支援などの充実を図る。

再就業支援

○ 中央ナースセンター事業 １．１億円

未就業看護職員の就業促進を図るために、求人・求職状況の提供や無料職業紹介などを行うナースバンク事業等に対する補助事業

○ 潜在看護職員等復職研修事業 ０．２億円
潜在看護職員や潜在助産師等の再就業の促進を図るため、最新の知識や技術等に関する臨床実務研修に対する補助事業潜在看護職員や潜在助産師等の再就業の促進を図るため、最新の知識や技術等に関する臨床実務研修に対する補助事業

○ 看護師等養成所運営事業等 ４５．７億円
看護師養成所 おける教育内容 向上を図るため 専任教員や実習経費など養成所 運営 対する支援や助産師養成所 看護

養成促進

看護師養成所における教育内容の向上を図るため に、専任教員や実習経費など養成所の運営に対する支援や助産師養成所、看護
師養成所2年課程（通信制）の新設の準備に必要な専任教員等配置経費に対する補助事業等

質の向上

○ チーム医療実証事業 ３．６億円
看護師、薬剤師等医療関係職種の活用の推進や役割の拡大によりチーム医療を推進し各職種の業務の効率化・負担軽減を図ると

ともに、質の高い医療サービスを実現するため、チーム医療の取組みの安全性や効果の実証を行う事業
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需給見通しに基づいた看護職員 確保を図るため 看護職員確保に資する基本的資料として 平成２３年か

第 七 次 看 護 職 員 需 給 見 通 し

＊需給見通しに基づいた看護職員の確保を図るため、看護職員確保に資する基本的資料として、平成２３年か
ら平成２７年までの５年間の看護職員需給見通しを平成22年12月に策定。

＊看護職員需給見通しを着実に実施していくため、｢定着促進｣、｢再就業支援｣、｢養成促進｣などの看護職員確
保等について一層の推進を図ることが必要不可欠。

（単位：人、常勤換算）

区 分 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

需 要 見 通 し 1,404,300 1,430,900 1,454,800 1,477,700 1,500,900
① 病 院① 病 院 899,800 919,500 936,600 951,500 965,700
② 診 療 所 232,000 234,500 237,000 239,400 242,200
③ 助 産 所 2,300 2,300 2,400 2,400 2,400
④

訪 問 看 護 28 400 29 700 30 900 32 000 33 200④
ス テ ー シ ョ ン

28,400 29,700 30,900 32,000 33,200
⑤ 介 護 保 険 関 係 153,300 155,100 157,300 160,900 164,700
⑥

社会福祉施設、在宅
サービス(⑤を除く)

19,700 20,400 20,900 21,500 22,100
看 護 師 等

⑦
看 護 師 等
学 校 養 成 所

17,600 17,700 17,700 17,800 17,900
⑧ 保 健 所 ・ 市 町 村 37,500 37,600 37,800 38,000 38,200
⑨ 事業所、研究機関等 13,800 14,000 14,100 14,300 14,500

供 給 見 通 し 1,348,300 1,379,400 1,412,400 1,448,300 1,486,000供 給 見 通 し 1,348,300 1,379,400 1,412,400 1,448,300 1,486,000
① 年 当 初 就 業 者 数 1,320,500 1,348,300 1,379,400 1,412,400 1,448,300
② 新 卒 就 業 者 数 49,400 50,500 51,300 52,400 52,700
③ 再 就 業 者 数 123,000 126,400 129,600 133,400 137,100
④

退 職 等 に よ る 144 600 145 900 147 900 149 900 152 100④
退 職 等 に よ る
減 少 数

144,600 145,900 147,900 149,900 152,100
需要見通しと供給見通しの差 56,000 51,500 42,400 29,500 14,900
（供給見通し／需要見通し） 96.0% 96.4% 97.1% 98.0% 99.0%

注）四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致しない。
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